
雲 南 警 察 署

令和６年 阿 用 駐 在 所

５月号 片岡 義徳
℡４３－２６９２

令和６年５月１日（水）～５月３１日（金）

雲南警察署のホームページは、

こちらからアクセスできます。

是非ご覧ください。

① 「自転車」は車両であることを自覚し、
車道の左側通行、歩道通行時の歩行者
優先に努めましょう。

② スマートフォンやイヤフォン等を使用
しながらの運転はやめましょう。

③ 早めのライト点灯と反射材の着用を心
がけましょう。

④ 自転車に乗る時は、ヘルメットを着用
しましょう。

⑤ 定期的に点検整備をしましょう。
⑥ 万が一の事故に備えて、自転車保険等
に加入しましょう。

４月６日（土）～１５日（月）、春の全国交通安全運
動期間中、各地区でいろいろな交通安全に関する啓発
活動をしていただきました。
おかげさまで期間中、阿用駐在所管内におきまして

は、大きな交通事故の発生はありませんでした。

【阿用地区】
交通監視活動
東阿用地内の阿用交

流センター前、主要地
方道玉湯吾妻山線にお
いて

【久野地区】
交通量調査
上久野地内の主要地

方道安来木次線と大仁
広域農道とが交わる信
号交差点において

【佐世地区】
交通監視活動
西阿用地内の県道掛

合大東線と市道佐世線
とが交わる交差点にお
いて

寒かった３月も一変、４月中旬ごろからは一気に暖

かくなりました。

前任地の川本署でもそうでしたが、内陸部の気候は

早朝と昼間の寒暖差が大きく、年齢を重ねるに連れ身

に堪えるようになりました。

寒い日も、暑い日も、雨の日も、雪の日も、また風が

強い日も、歩いて通学する子どもたちを見ていると、本

当にたくましいな～と感じます。

これからどんどん気温が上昇する季節を迎えます。

熱中症対策をとると共に、体力維持のため、自分に合

ったトレーニングを心がけましょう。

【悪質商法の手口】その１
～屋根工事の点検商法のトラブル～
「点検商法」とは、「近所で行う工事の挨拶
に来た」などと言って突然自宅に訪問し、「屋
根瓦がずれているので点検してあげる」と言
って点検した後、「このままだと雨漏りする」
などと不安をあおって、工事の契約をする手
口です。

【悪質商法の手口】その２
～訪問購入～
電話で「いらない靴や衣類はないか。」と言

われ、引き取りを依頼したところ、訪問した
事業者から、「貴金属はないか？」としつこく
告げられ、仕方なく指輪を出したところ、
高価な指輪を安値で買い取られてしまった。
※ 訪問購入については、クーリング・オフ
（８日以内）できます。買い取り事業者の
連絡先は必ず聞いておきましょう。




